
平
成
八
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
五
号

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
省
令

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
四

項
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
林
業
労
働
力
の
確

保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け
等
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
研
修
修
了
者
の
名
簿
の
作
成
）

第
一
条
　
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
五
号
の
研
修

（
林
業
労
働
者
に
対
す
る
研
修
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た

者
は
、
農
林
水
産
省
が
備
え
る
研
修
修
了
者
名
簿
へ
の

登
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
登
録
を
行
っ
た
と
き

は
、
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
研
修
修
了
者
名
簿
の

閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
林
業
就
業
促
進
資
金
の
限
度
額
）

第
二
条
　
林
業
就
業
促
進
資
金
の
う
ち
林
業
労
働
力
の
確

保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第

百
五
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
表

第
一
号
に
掲
げ
る
資
金
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
四

項
の
一
借
主
ご
と
の
限
度
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
研
修
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

研
修

林

業

就

業

促

進

資

金

の

限
度
額

一
　
法
第
十
二
条
第
五
号
の
研
修
そ
の
他
の
林

業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
行
う
研
修
（
事
業
主
の

事
業
の
合
理
化
又
は
新
た
に
林
業
に
就
業
し
よ

う
と
す
る
者
の
就
業
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の

研
修
で
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

月

額

十

五
万
円

二
　
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
を
営
む

者
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
者
に
よ
る

研
修

月

額

十

五
万
円

三
　
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
研
修
教
育
施
設

に
よ
る
研
修

月

額

五

万
円

２
　
林
業
就
業
促
進
資
金
の
う
ち
令
第
四
条
の
表
第
二
号

に
掲
げ
る
資
金
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
四
項
の
一

借
主
ご
と
の
限
度
額
は
、
百
五
十
万
円
と
す
る
。

３
　
林
業
就
業
促
進
資
金
の
う
ち
令
第
四
条
の
表
第
三
号

に
掲
げ
る
資
金
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
四
項
の
一

借
主
ご
と
の
限
度
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
研

修
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

研
修

林
業
就
業
促

進
資
金
の
限

度
額

一
　
法
第
十
二
条
第
五
号
の
研
修
そ
の
他

の
セ
ン
タ
ー
が
行
う
研
修

月
額
十
二
万

円

二
　
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
を

営
む
者
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

者
に
よ
る
研
修

月
額
十
二
万

円

三
　
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
研
修
教
育

施
設
に
よ
る
研
修

月
額
四
万
円

４
　
林
業
就
業
促
進
資
金
の
う
ち
令
第
四
条
の
表
第
四
号

に
掲
げ
る
資
金
に
つ
い
て
の
法
第
十
五
条
第
四
項
の
一

借
主
ご
と
の
限
度
額
は
、
百
二
十
万
円
と
す
る
。

（
担
保
又
は
保
証
人
）

第
三
条
　
セ
ン
タ
ー
が
行
う
林
業
就
業
促
進
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
は
、
林
業
就
業
促
進
資
金

の
貸
付
け
を
受
け
る
者
に
対
し
、
担
保
を
提
供
さ
せ
、

又
は
保
証
人
を
立
て
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
保
証
人
は
、
林
業
就
業
促
進
資
金
の
貸
付
け

を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す

る
。

（
一
時
償
還
）

第
四
条
　
セ
ン
タ
ー
は
、
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
一

時
償
還
を
請
求
す
る
と
き
は
、
期
限
を
指
定
す
る
も
の

と
す
る
。

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
五
条
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
業
務
規
程
に
記
載
す
べ

き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
林
業
就
業
促
進
資
金
の
使
途
、
償
還
期
間
、
据
置

期
間
、
林
業
就
業
促
進
資
金
の
限
度
額
、
償
還
の
方

法
、
担
保
又
は
保
証
人
に
関
す
る
事
項
等
林
業
就
業

促
進
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
業
務
の
方
法

二
　
業
務
委
託
の
基
準

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

1


